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訪問介護及び総合事業・予防訪問介護サービス重要事項説明書 

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の訪問介護及び総合事業・介護予防訪問介護サー

ビス 

 

１社会福祉法人白石市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所のサービス方針 

  社会福祉法人白石市社会福祉協議会が開設する指定訪問介護事業所（以下「事業所」という。） 

は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護及び介護予防訪問介護サ

ービスを提供します。 

  訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生 

活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行い 

ます。 

事業実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図 

り、総合的サービスの提供に努めます。 

 

     

２ 事業所の概要 

法人事業所名 
社 会 福 祉 法 人 白 石 市 社 会 福 祉 協 議 会        

指 定 訪 問 介 護 事 業 所 

サービス事業の種類 訪問介護及び総合事業・介護予防訪問介護 

所 在 地 白石市福岡蔵本字茶園６２-1 

管 理 者 日 下  ま ゆ み 

電 話 番 号 ２２-５２１０ FAX ２２-１５７１ 

介護保険事業所番号 宮城県０４７０６００１２３号 

サービス提供地域 白石市 

 

 

３ 事業所の職員体制 

事業所の職員体制 

1.管理者 １名 

2.サービス提供責任者 ２名 

3.事務担当職員 １名 

4.サービス従事者（ホームヘルパー） １０名 

(１）介護福祉士 ７名 

(２）ホームヘルパー２級課程修了者 ３名 
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４ 営業時間 

営業時間 営 業 日 

８：３０～１７：１５（窓口対応時間） 
月曜日から金曜日 
ただし、祝日及び年末年始(12/29～1/3)は除きます 

６：００～２０：３０（サービス提供時間）  年 中 無 休 

（注）訪問介護及び介護予防訪問介護サービスについては居宅サービス計画書の内容に応じて対応します。 

５ サービス利用料金及び利用者負担金 

別表その１の通り 
・利用料金の１割・2 割・3 割が利用者負担金となります。 
訪問集金の場合は翌月１０日以降に請求書を持参し、当法人事業所の職員がお伺いして集金さ

せて頂きます。 
口座振替の場合は月末締め切りの翌月１５日（ただし、１５日が休日の場合は翌営業日とす

る。）とし、原則として契約者（または代理人）名義の預貯金口座（口座振替依頼書に基づく）

振替で処理させて頂きます。 
居宅サービス計画書を作成しない場合等、償還払いとなる場合には利用者が利用料金の全額

（１０割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（９割・8 割・7 割）を請求することに

なります。 
利用者の希望等により、介護保険の適用単位数を超過するサービスや計画外の突発的なサービ

ス（生命の維持に係わる緊急時を含む）が生じた場合には利用者負担金は利用料金の全額（１０

割）となります。 
ただし、介護保険適用外サービスの提供につきましては、１時間当たり、２，２００円（消費

税込み）計上させていただきます。３０分増すごとに１，０００円を加算します。 
サービス提供時間内での買い物・薬取り等で社会福祉協議会が保有する車両を用いた場合には、

燃料費として１回につき１００円を加算させていただきます。 
 
６ サービス利用・取消し（中止）・終了等 

（１）サービスの利用開始 
  お電話でお申し込みください。担当者が説明にお伺いし、双方ご了解のもとでサービス提供

の契約 
を締結したのちにサービスの提供を開始します。 

（２）取消し（中止）等の場合 
  お電話等でお申し出いただければいつでもサービスの取消し（中止）等ができます。 
ただし、当日キャンセルのご連絡が無く、訪問介護員が居宅訪問した場合につきましては、特

別な理由を除き、実費相当（２，２００円）を請求させて頂きます。 
（３）終了の場合 

双方の通知が無くても、自動的にサービスを終了する場合 
ア） 利用者が介護保険施設に入所したとき。 
イ） 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認

定されたとき。 
ウ） 利用者が区域外に転出されたとき、介護保険の被保険者資格が喪失されたとき及び利用

者が死亡されたとき。 
 
 



3 
 

※通知をもってサービスを終了する場合 
・利用者やご家族が当事業所や当事業所の介護支援従事者に対して本契約を継続し難いほど

の不信行為等を行った場合は文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただ

く場合があります。 
その他 
・当事業所が正当な理由もなくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や

ご家族に社会通念を逸脱する行為を行った場合、事業者はご利用者に対してサービスを終了さ

せていただく場合があります。 
・地震、噴火等の天災、その他事業所の責に帰さない事由によりサービスの実施ができなくな

った場合、又は当協議会が解散した場合、利用者は即座にサービスを終了することができます。 
 

７ 相談・要望・苦情などの受付窓口 
介護支援サービスに関する相談・要望・苦情などは次の窓口で対応いたします。 
苦情へのフローチャートは別表その２の通りです。 
 
○当事業所相談等受付窓口 
相談者 （事務局長）  荒 生 博 幸   （サービス提供責任者） 髙 橋 かすみ 
    （介護担当次長）加 藤 絵 美               遠 藤 洋 子 
 
○ 連絡先 

相談・要望・苦情などの受付窓口 

社会福祉法人 
白石市社会福祉協議会 

白石市役所 
長寿課 

宮城県国民健康保険連合会 
介護保険課 

白石市福岡蔵本字茶園６２－１ 白石市福岡蔵本字茶園６２－１ 
仙台市青葉区上杉一丁目２－３  

宮城県自治会館６F 

Tel   ２２－５２１０ 
Fax  ２２－１５７１ 

Tel   ２２－１３６１ 
Fax  ２６－２６９９ 

Tel  
０２２－２２２－７０７９ 
Fax 
０２２－２２２－７２６０ 

 
〇受付時間 
月～金曜日午前８時３０分～午後５時１５分 
【土・日曜日、祝日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く。】 
※上記以外の時間帯での相談受付        ０８０－６０５２－４８４６ 

 
８ 虐待防止のための措置 

   高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止  

に関する下記の措置を講じます。 

（１） 権利擁護員会の開催 

（２） 高齢者虐待防止指針の整備 

（３） 虐待防止研修の実施 

（４） 専任担当者の配置 

虐待防止に関する担当者 加 藤 絵 美  
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９ 業務継続計画に関する取り組み 
業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、感染症や災害が発生した場合でも、利用者に継続して当事 
業所のサービスを提供できるよう、業務継続計画に従い必要な研修及び訓練を実施していきます。 

 
１０ 緊急時の対応 
 サービス提供時において、万が一異常事態が発生した場合、従事職員は、速やかに主治医への

連絡、状況に応じては救急車・１１９番通報等へ連絡を行うなど必要な措置を講じます。 
 
１１ 事故発生時の対応 
 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者

の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。 
 なお、当事業所は利用者への損害賠償共済に加入しており、不慮の人身・物損補償に備えてい

ます。 
 
１２ 提供方法（サービスの内容） 

身体介護・生活援助サービスがあります。 
サービスにはホームヘルパーが自宅にお伺いします。 
訪問介護項目およびご利用者負担額については別表その１の通りです。 

 
１３  その他営業に関する重要事項 

≪守秘義務の保持徹底≫ 
利用者等に関するプライバシーは外部には絶対漏らしません 
事業所は利用者とその家族に対して、別紙その３「個人情報保護ポリシー」を厳守します。 
○個人情報の使用目的 

  利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサー 
ビス担当者会議等、介護支援専門員と事業との連絡調整等において必要な場合。 

○使用期間 
  居宅介護サービス契約期間又は居宅介護支援契約期間 
  ○条件 
  １.個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのない

ように細心に注意を払います。 
２.個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録します。 

≪身分証明書の携帯義務≫ 
 訪問者の身元を明らかにするため身分証明書を常時携帯させます。 
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   別表その 1 
 

訪問介護及び総合事業・介護予防訪問介護の内容 
身体介護に関すること 生活援助に関すること 

１ 食事の介助   ６ 入浴の介助 
２ 排泄の介助   ７ 口腔の清潔 
３ 移動の介助   ８ 服薬の確認 
４ 衣類着脱の介助 ９ その他ケアプラン 
５ 整容        に沿った訪問介護 

１ 配膳・食事の後かたづけ・調理 
２ ゴミ出し・生活必需品の買い物 
３ 室内・浴室・トイレ・台所等の掃除 
４ 衣類の洗濯・整理整頓 
５ その他ケアプランに沿った訪問介護 

 
訪問介護の利用料金及びその他の費用の額                  （単位：円） 
      

利 用 時 間 
サービス

内容種類 
サ ー ビ ス 

単 位 
処遇改善 

加算Ⅲ 
利用者負担

額（1 割） 
利用者負担

額（2 割） 
利用者負担

額（ 3 割） 
 
 
 
 
身

体

介

護 

 
30 分未満 

 
身体 1・Ⅰ 

 
２，９３０

単位 

     

５３０ 
 

     

３４６ 
円 

     

 ６９２ 
円 

     

１，０３８ 
円 

30分以上 1
時間未満 

 
身体 2・Ⅰ 

 
４，６４０

単位 

      
８４０ 

 

     

５４８ 
円 

     

１，０９６

円 

      
１，６４４

円 
1 時間以上

1時間30分
未満 

 
身体 3・Ⅰ 

 
６，８００

単位 

     

１，２４０ 
 

     

８０４ 
円 

     

１，６０８ 
円 

     

２，４１２ 
円 

1時間30分
以上 2 時間

未満 

 
身体 4・Ⅰ 

 
７，７９０

単位 

   

１，４２０  

     

９２１ 
円 

 
１，８４２ 

  円 

     

２，７６３

 円 
2 時間以上

2時間30分
未満 

 
身体 5・Ⅰ 

 
８，７７０

単位 

     

１，６００ 
     

１，０３７

 円 

     

２，０７４

 円 

     

３，１１１

 円 
 
生

活

援

助 

30分以上 1
時間未満 

 
生活 2・Ⅰ 

 
２，１５０

単位 

     

３９０ 
     

２５４ 
円 

     

 ５０８ 
円 

     

７６２ 
円 

 
1 時間以上 

 
生活 3・Ⅰ 

 
２，６４０

単位 

     

４８０ 
 

     

３１２ 
円 

     

６２４ 
円 

     

９３６ 
円 

 
 
※ 早朝帯（午前６時～午前８時）    利用料金に２５％加算 
※ 夜間帯（午後６時～午後１０時）   利用料金に２５％加算 
※ 新規にサービスを受ける際、サービス提供責任者が訪問、または、訪問介護員等に同行した場

合、初回加算として２００円/月、ご負担いただきます。 
※ ２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の 

利用料金の２倍の料金をいただきます。 
※ 急に利用者様やご家族様などからの訪問依頼を受けてサービス提供責任者が居宅介護支援専

門員と連携を図り居宅介護支援専門員が必要と認めた時にサービス提供責任者、または訪問
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介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護を行った場合（身体介護に限る）、緊急訪問介護

加算として 1 回１００円ご負担いただきます。 
 

※ 介護職員処遇改善加算Ⅲとして、算定総数の１８.２％を加算させていただきます。 
※ 特定事業所加算（Ⅰ）として、所定金額の２０％を加算させていただきます。 

 
 

総合事業・介護予防訪問介護の利用料金 

区分 
利用回数 

（１カ月） 
サービス単位 

処遇改善加算

Ⅲ 

利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

訪問介護

（Ⅰ） 
週１回程度 

１１，７６０ 

単位 

       

６５０ 
１，２４１ 

円 

２，４８２ 

円 

２， ７２３ 

円 

訪問介護

（Ⅱ） 
週２回程度 

２３，４９０ 

単位 

 

１，２９０ 
２，４７８ 

円 

４，９５６ 

円 

７，４３４ 

円 

訪問介護

（Ⅲ） 
週３回程度 

３７，２７０ 

単位 

 
２，０５０ 

３，９３２ 

円 

７，８６４ 

円 

１１，７９６

円 
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苦情受付担当者               氏名 加藤 絵美 
                    ℡２２－５２１０ 
 第三者委員              氏名 遠藤 清 
                    ℡２６－２１０８ 
                    氏名 高橋 良子 
                    ℡２６－３２６０ 
                   
                    
 

原則として、苦情解決責任者が誠意をもって話し合い、解決に努め

ます。（その際、第三者委員の立会いや助言を求めることができます。） 
 

苦情受付から解決・改善までの経過と結果について記録を作成しま

す。（記録の内容は申出者自身も確認できます。） 
解決・改善策には、真摯に取り組み、同様の苦情の再発防止に努 

めます。 
解決が困難な場合は、「福祉サービス利用に関する運営適正化委員 

会」に申し出ることができます。 
 
連絡先：宮城県社会福祉協議会 

    「福祉サービス利用に関する運営適正化委員会」 
     TEL ０２２－７１６－９６７４ 
     FAX ０２２－７１６－９２９８ 
 

※解決・改善の結果については、サービスの信頼性を向上するため、 
個人情報に関するものを除き、定期的に公表します。 

別表その２ 

         白石市社会福祉協議会の苦情解決制度についてのお知らせ 

苦情解決責任者 社会福祉法人白石市社会福祉協議会  会長  遠 藤  智  

利用者の皆様からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、本協議会に苦情解決の仕組みを整えて

います。 

苦情処理の進め方 

                   苦情解決制度は、次の手順で進められます。 

利用者(申出者) 

                   提供するサービスに苦情がある場合は、苦情受付窓口

等に申し出てください。 
                   （第三者委員会に直接申し出ることもできます。） 
    
                   直接申し出るほか、文書や電話で申し出ることもでき

ます。          
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

解決・改善結果の公

表 

 
 
 
 
 
 
 

第三者委員 

苦情受付担当者      

解決に向けた取組 
○苦情解決責任者 
○申出者 
○(第三者委員) 

運営適正化 
委員会斡旋等 
の申出 

苦 
 

情 
 

の 
 

受 
 

付 
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サービスの第三者評価の実施状況について  
 事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行うもので

す。 
実施の有無 無 
実施した直近

の年月日 
 

第三者評価機

関名 
 

評価結果の開

示状況 
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             個人情報保護ポリシー 

１． 基本ポリシー 

社会福祉法人白石市社会協議会 指定訪問介護事業所（以下「事業所」とします）は、当事業

所で収集する利用者の個人情報を適正に利用します。 
 

個人情報を安全且つ最新の状態で管理することで、利用者の個人情報を守り、その信頼に応え

てまいります。 
 

２． 行動規範 
個人情報保護ポリシー実践のため、当事業所の従事者は、以下の行動規範に基づ

き行動します。 
 
１． 利用者の個人情報は利用者の資産であることを認識し、その取り扱いには十分注意します。 
２． 利用者の個人情報を下記利用目的に基づき、安全に活用します。 
３． 本ポリシーを実現するため、規程にて定められた個人情報の取り扱いに関連する「個人情報

保護規程」を遵守します。 
 
 

利用目的 

 
 利用者より収集した個人情報は、以下に揚げる事項を利用目的として利用いた

します。 
   １．利用者からの訪問介護及び介護予防訪問介護サービス（以下「サービス等」とします。）

の申込の受付のため 
   ２．利用者の生活状況・身体状況等「サービス等」を利用いただくための環境や資格の把握・

確認のため 
   ３．利用者への「サービス等」の提供に係る期日管理等、継続的な取引における管理、ならび

に取引の解約や解約後の事後管理のため 
   ４．契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 
   ５．請求書ならびに領収書等の発送や、「サービス等」に関する各種提案のため 
   ６．業務を適切に遂行するため 
   ７．その他、「サービス等」の利用者への提供を適切且つ円満に履行するため 
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個人情報提供同意書 
 

私         及び私の家族は、サービス担当者会議において、重要事項説明書に記載

される「個人情報保護ポリシー」に基づき、自己に対する介護サービス提供に必要な範囲で自己

及びその家族の個人情報を用いることに同意します。 
 

１ 使用する目的 
   利用者の為の居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサー

ビス担当者会議等、介護支援専門委員との連絡調整等において必要な場合。 

 

 ２ 使用する期間 

   居宅介護サービス契約期間又は居宅支援契約期間 

 

 ３ 条件 

   ・個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのな

いように細心の注意を払うこと。 

   ・個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 

 

令和  年   月   日 

 

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会 

 

指定訪問介護事業所 

会 長   遠藤  智  殿 

       利  用  者     住 所                     

 

                   氏 名                   ㊞ 

 

私は、本人に代わり、上記署名を行いました。 

私は、本人に代わり、個人情報保護ポリシーについて説明を受けました。 

 

        署 名 代 行 者 本人との関係                  

 

                  住 所                     

 

                        氏 名                     ㊞ 

 

        利 用 者 の 家 族 住 所                     

 

 

                        氏 名                     ㊞ 
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重要事項説明同意書 
 
                           令和   年   月   日 
 
 
私は介護保険法基づき、訪問介護及び総合事業・介護予防訪問介護サービスについて、当事

業所を利用する利用者に対して忠実に重要事項を説明しました。 
 
 
               事業者   所在地  白石市福岡蔵本字茶園６２－１  
 
 
                     名 称  社会福祉法人白石社会福祉協議会 
                          指定訪問介護事業所     ㊞ 
 
                               

説明者   氏 名   高橋 かすみ       ㊞ 
 
 
 
私は本書面により、上記説明者から訪問介護及び総合事業・介護予防訪問介護サービス内容に

ついての重要事項の説明を受け同意しました。 
  
               利用者 住 所                     

 
 
                     氏 名                ㊞ 
 
私は、本人に代わり、上記署名を行いました。 
私は、本人に代わり、重要事項の説明を受けました。 
 
 
             署名代理人   住 所                  
 
 
                        氏 名                ㊞ 
 
 
                     利用者の続柄               
 
 


